
建築計画概要書閲覧の流れ等について

１．閲覧できる建築物

・高知県内（高知市を除く）

※幡多地域（四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村）は幡多土木事務所でも閲覧できます。

※高知市（合併前のものも含め、全て）は高知市都市建設部建築指導課へお問い合わせください。

２．受付時間

平日 8:30～11:45、13:00～17:00

※できるだけ時間に余裕を持ってお越しください。

３．閲覧の流れ（※記載のものより時間がかかることがあります。）

物件を探す

（紙台帳 → 昭和3７年度以降の建築物）

（閲覧用PC → 主に昭和45年度以降の建築物）

※建築主、地名地番などが現在のものと異なる場合があります。

※物件が特定できましたら、職員が建築計画概要書を用意します。

建築計画概要書の閲覧

年代によっては、確認申請書（図面なし）の場合があります。

概要書の持出しはできません。（手書きによる複写は可。写真撮影は不可。）

概要書の返却 建築確認済・検査済証明

来庁(約３日）、電子(約１週間）、

郵送※(約２週間）で受取

コピーが必要な場合 証明が必要な場合

証明手数料

1通につき420円（県証紙）

その場で受取（約 10 分）

公文書開示請求

確認番号・年月日等のメモのみ

公文書開示請求にかかる費用

1枚につき10円

※郵送の場合は送料が追加となります。

納付書の郵送→お支払い→概要書等の郵送

・その場で申し込み

・インターネットで

申し込み

約３0分


